
相模原市介護予防ケアマネジメント実施要綱 

 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、相模原市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成２８年４月１日施

行。以下「総合事業実施要綱」という。)第２条第２項第４号に規定する第１号介護予防支援事

業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)の実施について必要な事項を定めるものとす

る。 

(事業の実施) 

第２条 介護予防ケアマネジメントは、相模原市に事業所を置く地域包括支援センター(以下「包

括」という。)において実施する。 

２ 包括は、介護保険法(平成９年法律第１２３号。以下「法」という。)第１１５条の４７第５

項の規定に基づき、介護予防ケアマネジメントの一部を法第７９条に規定する指定居宅介護支

援事業者（以下「居宅介護支援事業者」という。）に委託することができる。 

３ 前項の規定に関わらず、第６条第１項第２号及び第３号に規定する介護予防ケアマネジメン

ト類型については委託することができないものとする。 

(対象者) 

第３条 この事業の対象者は、総合事業実施要綱第３条に規定する者とする。 

(手続き) 

第４条 対象者は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を利用しよう

とするときは、介護予防サービス計画書・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を市に

提出しなければならない。ただし、居宅要支援被保険者において、法第５８条第４項に規定す

る届出を行っている場合には、この限りでない。 

(事業の内容) 

第５条 包括は、介護予防ケアマネジメントの実施において、介護予防と自立支援の視点を踏ま

え、対象者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、対象者自らの選択に

基づきサービスが包括的かつ効率的に実施されるよう専門的な視点から介護予防ケアマネジメ

ントの類型に応じて次に掲げる必要な業務を行わなければならない。 

（１）対象者からの相談受付及び総合事業の説明 

（２）基本チェックリストの実施 

（３）介護予防サービス支援計画書(以下「ケアプラン」という。)原案の作成 

（４）サービス担当者会議の開催 

（５）ケアプランの確定、交付 

（６）介護予防手帳の作成支援 

（７）サービス提供事業者等との連絡調整 

（８）介護予防サービスの提供状況の把握 

（９）モニタリング 

（１０）評価 



(介護予防ケアマネジメントの類型) 

第６条 介護予防ケアマネジメントは、対象者の状態、利用するサービス等を踏まえ、次の各号

に掲げる類型に応じ、当該各号に定める事項を行うものとする。 

（１）ケアマネジメントＡ 原則的な介護予防ケアマネジメント 

（２）ケアマネジメントＢ 簡略化した介護予防ケアマネジメント 

（３）ケアマネジメントＣ 初回のみの介護予防ケアマネジメント 

(介護予防ケアマネジメント類型の適用) 

第７条 前条に規定する介護予防ケアマネジメントの類型は、別表第１に掲げるサービスの区分

に応じて適用するものとする。この場合において、複数のサービス区分を同月に提供する場合

にあって、当該サービスが複数の介護予防ケアマネジメントの類型に該当するときは、各号に

掲げる順序により介護予防ケアマネジメントの類型を適用するものとする。 

(事業費) 

第８条 包括は、介護予防ケアマネジメントを実施した場合、介護予防ケアマネジメントの類型

に応じて次の事業費を請求することができる。 

（１）介護予防ケアマネジメント費 

（２）初回加算 

（３）委託連携加算 

（４）機能改善・社会参加促進加算 

（５）リハビリテーション専門職連携等加算 

２ 前項に規定する事業費の算定要件等については、指定介護予防支援に要する費用の額の算定

に関する基準(平成１８年厚生労働省告示第１２９号)の規定を準用する。 

３ 次の場合には、同条第 1 項第１号に規定する基本報酬の１００分の１に相当する単位数を減

算する。 

（１）高齢者虐待防止措置未実施 

（２）業務継続計画未策定 

４ 前項に規定する減算項目の算定要件等については、指定居宅サービスに要する費用の額の算

定に関する基準等の一部を改正する告示(令和６年厚生労働省告示第８６号)の規定を準用する。 

５ 事業費の単価は、別表第２に定める額とする。 

(利用者負担) 

第９条 この事業の利用者負担は、無料とする。 

(様式) 

第１０条 この事業で使用する帳票の様式は、相模原市介護保険条例等施行規則第１９条の規定

に基づき様式を定める要綱(平成２７年４月１日施行)第２条に定める様式を除き、別表第３に

定める。 

(その他) 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、介護予防ケアマネジメントの実施に関し必要な事項は、

別に定める。 



附 則 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

経過措置として、令和３年４月１日から令和３年９月３０日までの間は、ケアマネジメントＡ・

Ｂ・Ｃについて、それぞれ所定単位数の千分の一に相当する単位数を上乗せする。 

 附 則 

 (施行期日) 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の第８条第３項第２号に掲げる場合における業務継続計画未策定減算は、令和７年４

月１日から適用する。 

附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別表第１(第７条関係) 

介護予防ケアマネジメントの類型 サービスの区分 

ケアマネジメントＡ 訪問介護相当サービス（従前相当サービス） 

通所介護相当サービス（従前相当サービス） 

生活支援訪問型サービス 

生活支援通所型サービス 

ケアマネジメントＢ 短期集中予防サービス 

ケアマネジメントＣ シニアサポート活動 

ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業 

一般介護予防事業 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２(第８条関係) 

区 分 
介護予防ケアマネ

ジメントの類型 

減算項目 単 位 

介護予防ケア

マネジメント

費 

ケアマネジメントＡ － ４４２単位/月 

高齢者虐待防止措置未実施減算 ４３８単位/月 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

・業務継続計画未策定減算(※) 

４３４単位/月 

業務継続計画未策定減算 ４３８単位/月 

ケアマネジメントＢ － ２９８単位/月 

高齢者虐待防止措置未実施減算 ２９５単位/月 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

・業務継続計画未策定減算(※) 

２９２単位/月 

業務継続計画未策定減算 ２９５単位/月 

ケアマネジメントＣ － ４４２単位/月 

高齢者虐待防止措置未実施減算 ４３８単位/月 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

・業務継続計画未策定減算(※) 

４３４単位/月 

業務継続計画未策定減算 ４３８単位/月 

初回加算 全類型  ３００単位/月 

委託連携加算 ケアマネジメントＡ  ３００単位/月 

機能改善・社

会参加促進加

算 

ケアマネジメントＢ  ３００単位/月 

リハビリテー

ション専門職

連携等加算 

ケアマネジメントＢ 

ケアマネジメントＣ 

 ３００単位/月 

＊この表に定める１単位あたりの単価は、総合事業実施要綱第９条第４項に定める単価とする。 

(※)高齢者虐待防止措置未実施且つ業務継続計画未策定だった場合に該当とする。 

 

 

 

 

 

 

 



別表第３(第１０条関係) 

様式番号 帳 票 名 関係条項 

第１号様式 利用者基本情報 第５条第３号 

第２号様式 介護予防サービス・支援計画書(ケアマネジメント結果等記

録表) 

第５条第５号 

第３号様式 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント(第１号介護予防

支援事業)経過記録 

第５条第７号 

第４号様式 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント(第１号介護予防

支援事業)サービス評価表 

第５条第８号 

 

 


